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ltseemsthatChlnarSeducationhasdevelopedsmoothlylnrecentyears,bLltmanyStructural

p1-Oblems,suchasthelnCrCaSlngdlSParltleSOfeducatIOnreSOurCeSldistributionandeduca-

tionalopportunitiesbetweenruralandurban,arestillvclYSerious･lnsearchforthereasons

orthelnCreaSlngeducat10maldlSparltleS,thispaperbI.leftydescrlbcsthecharacteristicsor

China'seducatlOnSystem beforetheEconomlCRcfoml,andthecircumstancesoftheeduca-

tionreform ln1985.Then,thePolicyofLocalizatlOnOfFundamentalEducation(PLFE),and

ltFsthenegativeimpactsonthelowestgovernmentsrbudgetsandontheruralfundamental

andmlddleschoolsareanalyzed.SoImeresultscanbeg-Yenasfわllows:

① TheincreasededucationaldlSParltleSamongregions,Specificallybetweenurbanand

rural,arefullytrlggCredbythePLFE,aneducatlOnalrefomlln1985

@ considerChlnaFscconomlCrCallty,thatwlthlargedisparltleSamongreglOnSandlackof

thetaxallocationsystem tolocalgovemmentstoequalizethefiscalab111tiesofthem,ltCan

besaythatthereisnrtanyfactcouldwarrantthereformofPLFE However,thePLFEisstlll

beenca汀iedoutnow,hasshowedthatthereisabigdefectineducatlOnal-policy-making

processlnChlna.

1.問題の提起

近年好調な経済成長を背景に､中国の教育も順調な発展を見せている｡国家統計局の統計

数字によると､2002年現在小学校適齢児童の入学率はほぼ百パーセン ト､小学校卒業生の進

学率は1982年の66.2%から97.0%､中学卒業生の高校進学率は同32.3%から58.3%に増加 し､

また人口1万人当たり大学在学生数も1978年の8.9人から､2002年現在に66.1人-と飛躍的に

拡大した(表 1)0

しかし､ 順風満帆に見える中国の教育も実は様々な問題を抱えている｡特に ｢義務教育法｣

を実施 してからすでに十数年が経過 したが､いまなお数百万人規模の農村少年､少女が経済

的な理由で小中学校に適えないこと､農村小中学校教職員給与の長期未給問題が全国各地で

発生していることなど､農村教育投資の著しい不足と都市 ･農村間の教育条件 ･教育水準の

不均衡はすでに所得格差の拡大や ｢三農問題｣と並んで現代中国の最重要な社会問題の一つ

になっている｡

かつて社会主義経済時期の中国は国民に平等な教育機会を提供 したことで世界的にも定評
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表 1 中国における教育事業の発展 (1952-2002年)

年 度 在学生人数(万人) 毒適齢児童 小学卒業 中学卒業∃1万人当

/ト学校 中学校 高校 大学 弓の諾 率 生の進学筒 欝 をg誇,苦率(%)

195219571962196519761978198219841990 5110 … 223喜1冒喜≡… ‖ 喜…I弓12241 3869 賀 92 19.1 49.2∃ 170 44.1 61.7且 ≡喜;冨 喜 喜…;i≡≡守 服 ⊆ 1≡;≡妻 …………

資料 ･国家統計局国民経済総合統計司編 『新中国50年統計資料祉編』(中国統計出版社､1999年)､

国家統計局 『中国統計年鑑』と 『判司人口統計年鑑』(中国統計出版社)の各年版によるO

注 .高校在学生数には普通高校､中等技術学校､中等師範学校､技工学校､職業高校の在学生数を含む｡

があった｡教育費用は安く､大多数の国民が能力さえあれば､誰でもより高いレベルの学校

に行くことができた｡改革 ･開放後､中国経済は市場経済化に向けて改変されつつあるが､

市場経済の模範とも言える西側諸国でさえ基礎教育を受けるのが国民の基本的な権利の一つ

とされ､義務教育の機会を全ての国民に公平に提供することが国策の一つに位置づけられて

いる｡それなのに､公平 ･平等-の追求を社会理念とする社会主義の中国においては､教育

をめぐる不公平の問題はなぜここまで深刻化 したのか｡その根源を探るため､改革 ･開放後

中国の教育政策の変化と現行の教育制度 ･政策が抱えている問題点を分析 したい｡

2.従来の教育管理体制と1985年の教育改革

周知のように､戦前の中国教育は全体として非常に遅れていたが､近代的な学校教育制度

の雛型はすでに確立された｡1949年に共産党が政権を掌握 した後､しばらくは旧政権下の教

育体制をそのまま継承した｡ しかし､1953年に戦後経済復興が完了すると､中国は社会主義

の道と中央集権型の計画経済体制をとり始め､それ以降社会主義の政治 ･経済体制に合わせ

て､中国の学校教育システムにも独特なものが形成された｡

2.1 文化大革命時期以降の教育管理体制

1)手厚い処遇を受けるが､計画経済の部品とされた大学数育

まず､大学等の高等教育は高級人材の育成機関として完全に国民経済の発展計画の中に組
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み込まれた｡具体的に､まず大学や高等専門学校は全て国有化され､中央政府か､省 ･市 ･

自治区政府の管理下に置かれた｡大学の必要な教育経費は全て中央或いは省レベルの地方財

政から優先的に配分されたが､その反面､大学の組織構造､教職員の定員､給与水準から重

要な人事任免権まで全ては関係政府部門が掌握 し､大学側に残された権限といえば､学校教

育の日常運営 ･管理ぐらいであった｡-方､学生に対しては､授業料から宿舎料まで全額免

除し､貧しい家庭出身の学生には生活費をも支給 していた｡その見返 りに学生が卒業する際

の就職選びは､学生と学校側とが自主調整のうえ､最後は政府の ｢畢業分配｣計画に従わな

ければならなかった｡ある意味で､当時の大学は人材を育成する ｢工場｣､大学生は人材 と

いう特殊な ｢製品｣として扱われていた｡

2)初 ･中等教育に関する ｢城郷分治｣の管理体制

一方､初等 ･甲等学校は､主に地方政府(都市の場合)､人民公社(農村の場合)､及び上位

政府部門に直属する大型の企業 ･事業組織等によって設立された｡その教育予算は､設立者

の所属関係によって､地方政府か中央政府から支出される(中央財政は必要に応 じて一部の

地域､特に貧困地域と少数民族地域に対 して助成を行 うこともある)ことになっていたが､

都市と農村との間は､基本生産組織の所有形態の違い (都市では国営企業､農村では人民公

礼)により､必要な教育経費に対する政府財政投資のカバー率は全く異なっていた｡

つまり､都市部では､小中高校の運営に必要な教育経費は全部政府の財政予算から支出さ

れ､全部の教員も ｢公弁教師｣の資格を有 していた｡それに対 して､農村の小中高校は ｢人

民公社集団組織が主体となって運営し､政府がそれを助成する｣意味での ｢民弁公助｣学校

に位置づけられ､その教育経費は県 レベル地方政府が一部 (主に ｢公弁教師｣の給料分と

｢民弁教師｣助成で､後者の年間定額は小学教師170元/人､中学教師210元/人であった)助成

するのみであり､残る部分は人民公社の集団組織が責任をもって負担 していたり｡特に農村

の小中学校において､政府財政から給与を支給するいわゆる ｢公弁教師｣は少数派であり､

より多くの教員は人民公社の集団組織から給与を貰う ｢民弁教師｣であった (表4を参照)0

政府はこれを ｢農村の教育は農民自身が行 う｣といい､農民らの ｢主人公｣意識を利用して､

彼らの力を借 りて農村教育の発展を図ろうとしていた｡

3)政治色は強いが､比較的公平な就学環境

けれども､当時の就学環境は､教育を受ける大多数の人にとって比較的公平であった｡と

いうのは､第 1に都市､農村を問わず､個人にとって学校の教育費負担は非常に軽かった｡

小学校から高校までは授業料が免除され､父兄が唯一学校に納めなければならないのは教科

書､ノー ト代ぐらいであった｡大学に至っては､入学後に授業料､宿舎料が免除のうえ､生

活費までが支給されるので､貧 しい家庭出身であっても経済的な理由で大学に行けないこと

はほとんどなかった｡
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第 2に､地域間や社会階層間に貧富の格差も比較的小さかった｡牛射こ農村地域では､集団

組織内で統一-一一経営､統-労働､統--分配などが実施されていたので､学校の授業料負担が重

いとか､働き手がほしいとかの理由で子供を学校に行かせないのはごく例外的であった｡

そして第 3に､当時 ｢亦紅亦専｣､つまり高い政治理念 と高度な専門技術能力を兼ね備え

る人材を育成するとい う教育方針の下､高校､大学などの と級学校に進学する際､学生の

｢出身身分｣も考査項 目の一つ とされ､また文化大革命の後期にはもっぱら個人の政治的な

振る舞いに基づ く推薦入学が実施されたがコ)､その二つを除けば､他の入試選抜は基本的に

試験の成績に基づいて公正に行なわれたので､普通の労働者階級出身の人でも､能力さえあ

れば､より高いレベルの学校に行けた｡

従って､中国従来の教育システムは政治的に ｢闘争｣の対象となる旧地主や新 しい右派出

身の子弟を排除していたが､大多数の国民には比較的平等な教育機会を提供 したと思われる｡

2.2 1985年の ｢決定｣に定められた3つの教育改革方向

しかしこの低費用で大多数の国民にとって平等な学校教育システムは効率性に問題がある

うえ､旧来人民公社が設立 ･運営 してきた農村小中高校は生産責任制が普及するにつれ､そ

の教育経費の調達は段々難 しくなっていた｡

そこで､農村経済改革の初期にはまず教育の質の悪さを理由に､農秤/恒巨学校､特に高校

を対象に大々的な整理 ･合併が行われた｡その結果､1977年に13万1265校､5万916校であっ

た農村中学校と高校は1984年にそれぞれ6万5000校 と6691校に縮小された (表 6)｡

さらに1984年に人民公社が解散すると､農村の小中高校を運営 し､必要な教育経費を負担

してきた責任主体もいなくなったoその苦境に対処するため､政府はまず84年の暮れに 『農

村学校教育経費の調達に関する通知』を出し､次の二つの改革を実施 した｡すなわち､一つ

は今後政府財政から支出する教育予算はこれまでの実績に基づき､省､市 レベル政府から県

レベル政府-､県レベル政府から郷(秩)政府-と総額請負制を実施すること､もう一つは教

育財源の不足を補 うため､今後農民､郷鎮企業を対象に ｢教育附加費｣を徴収することであ

る｡要するに､従来人民公社が負担 していた教育費部分を農民個人と郷鎮企業に肩代わりさ

せるのが主な目的であった1㌔

しかし､1984年の 『農村学校教育経費の調達に関する通知』は応急措置に過ぎなかった｡

より安定 した農村教育システムを構築 し､また他の教育問題にも対処するため､1985年5月

に共産党中央が 『教育体制改革に関する決定』(以下､｢決定｣と略す)を下した｡

同 ｢決定｣では､建国以来､文化大革命時期までの中国の教育発展を総括 した上で､次の

3つの改革方向を提言 したOすなわち､一つ 目は基礎教育の責任を地方政府に委譲 し､段階

的に9年制義務教育を実施 していくこと､二つ目は中等教育の構造を調整 し､職業技術教育

を大々的に発展させること､そして三つ目は大学の学生募集と卒業生就業配分制度を改革 し､

大学の自主権限を拡大することである｡これらは､中国の教育改革の基本方向を定めたもの
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として､今 日でもその効力を発揮 し続けている｡

3.｢基礎教育地方責任制｣改革の内容とその根拠

さて､12億人口の教育問題を左右する--個 の教育方針はこういう形で簡単に決められてし

まったが､その中身､理論的な根拠､中国社会-の適性等に問題はないのだろうか｡以下､

基礎教育地方責任制の改革を中心に､その問題について検討 していく｡

31 政策の内容と中央政府の思惑

まず ｢決定｣では､基礎教育に関する改革をこう位置づけた｡｢9年制義務教育を遂行す

ることと､基礎教育の地方責任制と分級管理の原則を実施することは､我が国の教育事業を

発展させ､教育体制を改革するための基本制度である｣と｡また基礎教育の地方責任制と

｢分級管理｣の方法に関して､｢基礎教育の管理権は地方政府に属する｡全体の教育方針とマ

クロ的な教育発展計画の制定は引き続き中央政府が行 うが､他の具体的な政策､制度､計画

の制定と実施､並びに学校-の管理､監 督等に関する責任と権限は地方政府に委譲する｡省､

市､県､郷各レベル地方政府間の管理責任と権限をどう配分するかは､各省､自治区､直轄

市政府が決定する｣と規定した｡

このように､新中国が成立してから36年目にして､初めて義務教育の実施を宣言したのは

遅すぎる感 じもするが､それ自体はやはり評価すべきであるoまた基礎教育の実施 ･管理の

責任を地方政府に委譲しながら､適切な ｢分級管理｣を行 うのも､基礎教育サービス提供の

地方分散の特質と中国の地域多様性､それに諸外国の経験等を考慮に入れれば､正しい改革

方向だと思 う｡ しかし問題は､基礎教育の実施 ･管理責任を地方政府に委譲した後､その公

共教育投資について誰が責任を負 うのかである｡

その間題について､｢決定｣では次のように規定されているo｢今後-定期f~糾 引こ､中央と

地方政府の教育予算は経常財政収入の増加速度以上に拡大し､また在校生 1人当たりの教育

経費を増や していかなければならない｣｡｢地方教育事業の発展を保証するため､国の教育予

算以外に､地方政府の機動財力も一一･定の割合を教育投資に割 り当てる必要があり､郷の財政

収入は主に教育事業に使用すべきである｡地方政府は教育附加費を徴収 して良いDその収入

はまず基礎教育施設条件の改善に使 うべきで､教育以外の用途に使ってはならない｣ ｡

また ｢決定｣の発表を受け､1986年4月に 『中華人民共和国義務教育法』､1992年 3月に

『中華人民共和国義務教育法実施細則』､1993年 2月に 『中国教育改革と発展綱要』､さらに

1995年 3月に 『中華人民共和国教育法』などがたてつづけに制定されたCそれらの法律､実

施細則と発展綱要においては､義務教育の実施主体である末端政府の責任をより詳細 こ規定

したものの､実施主体でない省､市､そして中央政府の教育投資の責任は暖味なままにして
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置かれたo例えば､1992年 3月に公布された 『中華人民共和国義務教育法実施細則』は義歳

教育の財政面での制度保障について最も詳細に規定したものであるが､その中ではこう規定

した｡｢各レベルの地方政府が設置する義務教育学校の教育事業費と基本建設投資は､同地

方政府が責任を持って調達する｡---､中央と上級地方政府は､具体的な状況をみて､貧

困地域と少数民族集朝地域の義務教育事業に対して適切な助成を行 う｣(第28条);地方政府

が ｢徴収 した教育附加費収入は､都市部において政府予算に組み入れ､教育主管部門が総合

勘案のうえ､その使用配分案を作成 し､同級政府の財政部門の同意を得てから､ 中小学校の

教育条件の改善に使用することができる｡農村地域では､郷(鎮)人民政府が責任をもって用

途を決めるが､主として国家が補助 し､集団組織が給料を支払 う教職員の給与､教育設備 と

学校共用経費に使用する｣(同第29条); ｢義務教育学校の新築､修繕に必要な資金は､都市

部では現地地方政府が責任をもって地方基本建設投資計画に組み入れるか､他のルー トを通

じて調達する｡農村部では郷(鎮)政府､或いは村が責任をもって調達し､県レベル政府は状

況をみて､経済的に困難な郷村に対して適正な助成を行 う｣(同第30条)｡このように､中央

と省､市政府の教育投資責任を明確に規定した条項は一つもなかった4'｡

要するに､中央政府は基礎教育の実施運営責任だけではなく､それに必要な公財政投資の

責任をも全部地方政府に丸投げし､中央財政が必要に応 じて適L別こ助成すればいいという立

場に引き込もうとし､その姿勢だけははっきりしている｡

3.2 当初から無理な政策決定

さて､政府は上記の基礎教育地方責任制を打ち出したことについて､一応次の二つの理由

を挙げている｡つまり､国家の教育財政投資は経済発展水準の制約を受け､すぐには増せな

いことと､限られた財力条件下で教育をより速く発展させるためには､地方政府や民間団体

の教育投資のインセンティブを引き出されなければならないことであった｡

しかし､どれをとっても説得力に欠けている｡第 1に他の行財政の地方分権は全く進んで

いないのに､基礎教育のみこういう形で地方分権を遂行するのは唐突に思われる｡

第2に経済発展水準の制約を受け､教育財政投資が限られた時こそ､有限の財源を公益性

のより高い基礎教育に投入すべきだが､中国の優先順序は全く逆である｡例えば､経済発展

の ｢転換点｣を迎える頃の日本と韓国は公財政教育投資の6割以上を基礎教育に投入 したの

に､1985年当時中国の教育財政投資比率は小学校29.48%､中学高校が33.2%､大学等の高等

教育が37.4%であった (表 2)｡従って､義務教育制度を実施するにあたって､まずこの基

礎教育軽視､高等教育重視の教育予算配分方法を改めるべきだが､実際はその配分方法は今

でも変わっていない｡

第3に､教育を早く発展させるため､地方政府や民間団体の力を借 りるのは良いとしても､

中央と省 レベル政府が義務教育に投資責任を持たなくていいということにはならない｡基礎

教育は広く国民素養の向上､国の繁栄と安定に貢献し､その受益範囲は一地域に留まらない
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から､国民に平等な教育機会を提供するのは末端の地方政府ではなく､中央とより上位にあ

る省 レベル政府の責任である｡実際に世界各国の状況を見ても､義務教育投資の責任が市町

村 レベルの末端政府によって担われているのは､英国などごく少数の国に限られ､多くの国

と地域では中央政府の単独か､中央と上位地方政府､或いは中央政府 と上位､末端地方政府

の 3者共同で負担 している (高如峰 (2002,143-144頁))0

表2 中､日､韓三国間の公財政教育投資構成の比較

中学高校 ≡21.80≡23.05 37.10 33.21 36.66 34.13喜36.64喜37.30
高等教育 13.30【 8.26 10.70 8.70 10,91 7.42 8.02:;13.50

その他 0.20 4.38 0.0 8.23 5.43 14.03 9.99 7.00

中学高校 34.30 33.18∃34.40 32.74 32.12

高 等 教 育 j∃20.01】 21.80弓18.59 23.82 27.44

資料 :日本のデータは文部科学省のHP(http://www.next.go.jp/b_menu/toukei/)､韓国のデータはユネスコの

HP(http://www.uisunesco.org/pagesen/)､中国のデータはユネスコのHPと国家教育委員会財務司､国

家統計局社会と科学技術統計司編 『判重1教育経費統計年鑑』(中国統計出版社)､各年版による｡

注 ･i)./ト学校の数値には､小学校入学前の教育投資を含む｡

2).日本のデータは､公財政教育投資の外､公立学校-の寄付金,私立学校教育輩哲の中の学生納付金

(授業料を除く),寄付金,借入金及び事業収入等を含む学校教育費の構成比であるO

3)∴表中の数値を加算 して､自'パーセン トにならないが､残存は専修学校などの非課程学校の教育費

と使途がはっきりしない共通教育費部分である｡

第4に､中国では経済発展の地域格差が大きく､しかも国の財政制度には地方財政力の格

差を是正する仕組みが欠如 している｡経済発展の地域格差について､例えば､1985年に所得

水準の最も高い上海市が100として､所得水準の最も低い貴州省の 1人当た りGDPは10.9､

同地方財政支出は21.8と大きな格差がある｡省平均でさえ､このぐらいの格差があるから､

対象地域をさらに細分化すると､地域格差はもっと大きくなる｡

実際に表 3は1992年の貴州､江蘇､広東 3省における市 (地区)間､並びに県(区)間の 1

人当た りGDPの極値比を示 しているが､比較対象地域を細分化すればするほど､地域と地域

との間の所得格差が大きくなる傾向がはっきり現れている｡

経済発展や所得水準の地域格差は当然地方財政力の格差をもたらす｡特に中国の地方財政

体は省､市､県､郷(鎮)の四段階に細分化 し過ぎてお り､下位の県､郷(鎮)レベルになると､

商工業が未発達の純農村､或いはそれに近い農村地域が多い｡これ らの農村地域は商工関係

一 35-



生物資源経済研究

表3 1992年貴州､江蘇､広東3省における1人当たりGDPの地域格差

質料 :則l卜l省､広東省は胡鞍銅 .王紹光･康暁光 (1995､67-72ELl')､江蘇省は.lr.lJ探省統計局

『江蘇r冊u'叢済』1993年 ､10-12盲‡による｡

の税源が乏しく､地方財政の農業関係税収への依存度は非常に高いが､当の農業関係税は最

大税種の ｢農業税｣が政府の軽税政策により､1958年からずっと固定されており､税収の増

加はあまり望めない状態にある｡

そのような状況下で､中央と上位の地方政府から地方財政力の格差を是正する財政移転交

付制度があれば､見かけ上基礎教育投資の地方責任制を実施できるかもしれないが､実際の

中匡トではそのような移転交付制度は存在 しなかった｡

制を実施 したが､1980年､85年､そして88年の3回に亘る財政改革によって､上下政府間の

財政分配制度は次第に請負制度に変わってしまったく)｡その財政請負制度は地方によってや

り方が微妙に違 うが､基本的な仕組みは次の通 りである｡即ち､まず各レベル政府財政の収

入と支出範囲を策定し､次に従来の財政収支水準をベースに､各地方政府の財政収支の基準

数と､収入が支出を上回る場合の財政上納ノルマ､或いは逆の場合の財政移転交付金を確定

しておく｡地方財政が上位財政-の上納ノルマを達成 した場合は､超過収入部分は地方財政

に帰属する｡反対に､上納ノルマが未達成､或いは他の要因で収入不足が生じた場合は､不

足部分の埋め合わせは地方政府の自己責任で行 うのであるO

このような財政請負制度は､主に地方政府のインセンティブを引き出し､地方経済の発展

を促進するために設計されたもので､地方経済発展を促進するのに､実際に効果があろう｡

しかし､地方政府の財政ノルマは従来の財政収支水準を基準に設定されるので､旧来の都市

重視､農村軽視政策による財政不均衡はそのまま継承されるOそのうえ､財政請負制は元々

経済立地条件に恵まれ､商工業の発展が早い地域に有利､そうでない地域に不利の性格を有

し､改革 ･開放後､地域経済がダイナミックに変化 している中国では､経済発展と税収基盤

の地域格差に対して拡大効果があっても､縮小機能は全くないと言える0 1980年代半ば以降

中国の地域間､都市 ･農村間の所得格差が拡大し続けているのが､なによりの証拠である｡

以 Lを総合すると､中国の国情からみて基礎教育の投資責任まで地方政府に負わせてはな

らないことは明らかである｡それにもかかわらず､1985年の ｢決定｣では教育投資責任を含

む ｢基礎教育地方責任制｣が採択され､今なお中国の ｢教育事業を発展させ､教育体制を改

- 36-



沈 金虎 ･1985年以来中国の教育改['f･J政策を問 う

革するための基本制度｣として実施され続けている｡

3.3 基礎教育地方責任制が決定されたことの本当の理由

では､当時蜘桐 ミニの決定を下した時､本当は---一体何を根拠とし､またどういう考えを持っ

ていたのか｡推測の域を超えないが､以下の三点はその答えになるかもしれない｡

ィ.1980年代の財政請負制度の実施により､財政収入の対GDP比率と総財政収入に占める

中央財政収入の比率は共に減少 し､逆に地方財政の収入は大 幅に増えた｡財源の相当部分は

すでに地方政府に移転 したから､負担の責任も応分に地方に移転すべきだと､まずは考えら

れただろう｡

ロ.-一見目新 しいこの基礎教育の地方責任制も､実は重要なポイン トにおいて既存の教育

管理体制を踏襲 している｡これまでやってきたことの継続であるから､政策の設計者はもの

ごとをあまり深く考えずに､それを決めて しまった側面もあろう｡

-.政府の指導者を含めて､中央政府のほうは､①農村教育を重視せず､農村の教育は基

本的に農民自身が行 うべき方針を持ち続けていること､②貧富の格差を容認することと同様

に､教育格差が拡大 しても構わないという考え方を合わせ持つようになったこと､③一応教

育重視の政策を打ち出.しているが､それは主に経済発展や民族復興のためであり､基礎教育

の公益性や教育機会の公平提供などに対 しては､あまり関心がなかったこと､などである｡

4.｢基礎教育地方責任制｣実施後の諸問題と中央政府の対応

実際に､基礎教育の地方責任制を実施 した後､農村教育投資の不足と教育資源配分の地域

不均衡の拡大など様々な問題が生 じている｡

4.1 変わらない ｢農村の教育は農民が行う｣現状

まず､1986年以降､国全体の教育予算配分には何の変化も起きなかった(表 2を参照)｡中

央政府の教育投資の責任範囲は却って縮小 し､その教育予算もこれまでと同様､国立大学な

どの高等教育機関に重点投入され続けている｡

一一一万､小学校から高校までの学校管理と教育投資は､地方政府の責任 とされたが､省､市､

県､郷(鎮)四段階の地方政府間の責任配分､或いは上位省､市 レベル政府の教育投資責任に

ついては､1986年の義務教育法とその後の教育諸法には何の具体的な規定もなかった｡その

ため､実施過程に移 されると､(丑省､市レベル政府は義務教育に対する責任感も投資インセ

ンティブもあまりないこと､②上位政府からしてみれば､下位政府-の財政支援はすでに財

政の請負制度に組み込まれていることにより､結局､小判高校の運営管理 と教育投資の責任

はもっぱら市 (都市部)､県 (農村部)以下の末端地方政府に押 しつけられた｡
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ただ､その場合でも､都市部では学校の運営管理権を区レベル政府に委譲するが､学校教

育への財政投資はこれまでの財政慣行もあって下位政府に委譲せず､市財政より統一配分し

続けている｡それに対 して､農村地域では県自身の財政力が弱いこと､以前から郷､村集団

組織が農村の学校教育費を負担 してきたこと､県 ･郷政府間にすでに財政請負制度を実施 し

ていることなどにより､県レベル政府は実質的に域内の高校教育のみに責任を持ち､小 中学

校の運営管理責任は更に下の郷政府と村民自治組織に転嫁し､いわゆる ｢3級弁学｣､｢2級

管理｣の教育体制を形成 した (｢3級弁学｣とは､県が高校､郷(鎮)が中学校､村が小学校

を設立すること､｢2級管理｣とは県､郷両級政府が農村教育を管理することを指す)｡

こうして､基礎教育等の管理 ･投資責任を末端地方政府に押 しつけた後､中央と省 レベル

政府は一応教育専用補助金の形で貧困地域に対して助成を行ってきた｡ しかし､その規模は

非常に少ない｡例えば､中央政府は第 7回五ケ年計画期間(1986-1990年)から旧革命根拠地､

小数民族地域､貧困地域を対象に毎年 5千万元の義務教育普及助成金､第 9回五ケ年計画期

間(1996-2000年)からはさらに貧困地域を対象に義務教育奨学金として毎年 3千万元を支給

したが､年間1000億元の義務教育総経費と544億元の予算内義務教育財政投資に比べたら､

微々たる金額である｡同様に省 レベル政府も県､郷財政に対 して似たような教育補助金を出

したが､その規模も大きくない｡1998年全国の数字に関する初歩的な試算によると､県､郷

政府の全部教育支出 (建物の建設資金は含まない)は738億元であるのに対 して､省 レベル

政府からの教育専用補助金は29.6億元にすぎなかった (衰連生 ･王善連(2002､133頁))O

結局､義務教育制になったけれども､｢農村の教育は農民自身が行 う｣現状は全く変わっ

ていない｡幾つかの調査報告はそれを立証している｡例えば､国務院発展研究センターが行っ

た ｢県郷財政と農民負担状況｣の調査によると､1990-2000年間に調査地の湖北省嚢陽県に

全学校教育費の うち､各種の財政投資は40.7%を占めたが､その財政投資の出先は､34.4%

が郷政府､6.2%が県政府からであり､中央と上位地方政府からの教育専用資金援助は僅か

0.1%しかなかった (韓俊 (2002b､104頁))｡また1998年に国家教育発展研究センターが全国

7省市26県で行ったサンプ リング調査によると､対象地域内に義務教育総支出の うち､郷

(鎮)財政と農民は78.2%をも負担 し､県財政は9.8%､中央と省､市財政からの専用教育助成

金は12%しか負担していなかったという (司洪昌 ･余海波 (2003､200頁))0

4.2 分税制改革下で一層苦しくなった地方財政

それでも､地元の経済発展と社会基盤整備､それに住民への公共サービス提供に回す予算

を切 り詰め､或いは農民個人から教育分担金を徴収 して､何とか地方財政を運営できれば､

義務教育の負担問題はまだ水面下に抑えられる｡ しかしその ｢穏やかな｣状況も､1994年以

降の分税制改革と農村 ｢民弁教師｣の正規教員-の置き換え､学校教職員を含む公務員の給

与改善計画等の実施によって打ち壊わされた｡

1994年の分税制改革は､請負財政制度に存在した不規範問題 と中央財政の弱小化問題を解
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決するために行われたもので､その内容は主に次の3つがある｡

第 1に中央政府 と地方政府の間で､行政業務､財政支出の責任範囲を画定する｡具体的に

国防 ･外交の関連経費､中央政府機関の運営経費(人件費を含む)と､産業間､地域間の均衡

発展を図るためのマクロ経済調整に必要な費f臥 それに中央政府の直轄企業 ･事業の投資と

運営経費などは中央財政の支仁王-J.責任範囲であり､地方政府の行政運営､地方の経済建設と文

化 ･教育 ･衛生などの社会事業に必要な経費は地方財政の支llIlIJ.責任範囲とされた｡

第 2に税収も帰属先によって次の3種類に分ける｡①中央税 :関税､消費税､中央政府所

属企業の企業所得税など ;②地方税 :営業税､個人所得税､地方企業の企業所得税など ;③

中央と地方の共有税 :増値税､資源税など｡但し､増値税収入は75:25の比率で中央と地方

財政の間に分け合 う｡

第 3に1994年以前の財政分配関係の継続性を図りながら､縦方向の財政分配関係を改善す

るため､中央政府は地方政府に対して以下5種類の財政移転交付を行 う｡

①税収返還 :これは中央政府が経済発達地域から分税制改革の同意を得るために行 うもの

で､税収の返還額は1993年に地方政府が中央政府に対する純上納額を基準数に計算される｡

また1994以降の税収上納額(-消費税+0.75×増値税)は基準数の範囲内ならば､税収返還を

行わないが､基準数を超えれば､超えた分の30%は地方政府に返還される

②旧制度補助 :これは旧制度Tで地方政府に対して行った一般財政補助で､新税制下も引

き続き実施されるものである｡

③専用資金補助 :旧制度より引き続き実施される専用資金補助のほか､新たに実施する専

用資金補助もこれに含まれる｡

④決算補助 :これは財政年度[円こ企業所属関係の変化や政策変動があった時､その臨時変

化に対応するため､年末決算時に中央政府が地方政府に対して行 う財政補助である｡

⑤過渡期の移転交付金 :これは地方財政不均衡を是正することを目的とし､1995年から実

施され始めたものである (蓑連生 ･王善遇 (2002､136-137頁))｡

ちなみに､以上の分税制度は主に中央と省 レベル政府との間で実施されたもので､省以 F

の地方政府間の財政分配制度については､中央政府からは統一の政策規定が無く､各地が独

自に決定できるとされた｡よって､1994年以降省 レベル以下の地方政府間の財政分配制度は

地域によって異なり､上記分税制に類似 した制度を採用する地域はあれば､従来の請負制度

を実施 し続けている地域もあるD

いずれにせよ､分税制を実施 した後､まず総財政収入に占める中央財政の比重は1993年の

22%から､1994年に一気に55.7%に急上昇 し､2000年現在も52.2%の水準を維持 している6'O

その分､地方財政全体の収入比率は減少するが､地方政府のなか､財政配分の決定権を握る

省 レベル政府の割合はむ しろ若干拡大 したので7)､結局､県､郷など末端地方財政の収入比

率は最も減らされることになった｡

普通なら､税収配分の変化に合わせて中央と各レベル地方政府間の財政支出の責任範囲も
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同時に調整すべきだが､実際はその調整は一一切なかった｡却って､中央政府の様々な新政策

により､地方財政の支出負担は急増 した｡例えば､1995年以降中央政府の方針により､農村

｢民弁教師｣の正規教員への置き換えは加速 し(表4を参照)､また公務員の給与改善も全国

範囲で推進された｡それ らの改革自身は責められるものではないが､問題は政策実施に必要

な資金は誰が負担すべきかである｡現状では､これらの経費は基本的に地方政府が負担 し､

経済困難な地域に対 してのみ､中央と上位の地方政府が助成を行 うという｡ しか しその助成

は保障されるものではなく､助成を出す側の財政状況と恩情による処が大きい｡同様のこと

は､農村の治安改善､計画出産などの事業にも見られる｡

表 4 1986年以降中国小中高校における教員総数と ｢民弁教師｣数の変化

A

l975 520.4
1
1980 549.9
198∠1 537.0
1989 55,i4
1995 r 566.4
2000 586.0

教員総数 r民 弁 教 師数
A ら

61.6 209.2

61.,1 302.0

237.2 ∠12.8 r 298.0

26,3

93.9 31.1
43.6 17.1
33.2 11.2
16.7 F 5.0
9.2 : 2.3

誓錐:I Frllri-:統計局 『｢睡 l統計桐 監』(F摘 l統詔出版社)a)各年版による｡

分税制後､確かに中央政府は地方政府に対して財源の移転交付を行っている｡ しか し､そ

の移転交付は主に新税制に移行 した後､地方財政の被った不利益を埋め合わせるためのもの

であり､地域間の財政不均衡を是二lEする巨は如 )ものではない｡このことは､次の統計から明

らかであるO例えば､1999年に中央財政が各地域に交付 した財政移転金を1人当たりベース

でみると､全国平均は270元であったが､3大都市の上海は771元､北京は587元､天津は465

元となってお り､全国平均を遥かに超えた｡また2000年に中央政府は地方政府に対 して合計

4058億元の財政移転交付を行ったが､そのうち､経済発達地域の既得権益を維持する目的の

｢税収返還｣は54.4%､地域間の財政不均衡の是正に効果があま りない旧制度補助､専用資

金補助､決算補助は43.5%を占めてお り､財政不均衡の是If_に本当に効果が期待できる過渡

期の移転交付金は僅か2.1% しかなかったx)0

のみならず､地方-の財政移転交付金の大部分は､最終交付対象も予算の使い道も特定せ

ずに省 レベル政府を通 じて支給されるから､多くの場合は中間の市､県政府で消えてしまい､

財政状況が-･番窮屈な郷(鎮)政府までには届かないのである｡財政統計資料が不備のため､

中央と省 レベル政府が行った財政移転交付金の地方政府 レベル別の配分状況について全体を

把握するのは難 しいが､ある推計によると､1998年に郷(秩)財政が受け取った上位財政から

の移転交付金は21倍元 しかなかったという (表連生 .王善適 (2002､141貢))0

かかる財政分配制度下で､地域間の財政力格差だけでなく､上下政府間の貧富差の拡大も

余儀なくされて しまう9'｡現に中国の中西部地域に行くと､財政状況がバンク寸前にある県､

- 40-



沈 金虎 ･1985年以来削萱1の教育改革政策を問 う

郷地方行政体は数多く見られる｡これらの末端地方政府では財政状況が厳 しいため､緊急を

要しない社会基盤整備関係の投資や住民-の公共サービス提供の予算はまず大幅に削り取ら

れている｡その結果の一つは､農村での社会基盤整備が都会に比べて大幅に遅れていること､

都市住民が普通に享受 しているのに､農民だけはいまだ政府財政がサポー トする社会医療保

健制度に恵まれていないこと､などに現れている｡

のみならず､制度内の予算収入は全ての公職員の人件費や 日常的な行政経費など､基本的

な予算支出項目を賄いきれないから､結局､①他の予算項目や予算外収入(教育附加馴 文人

等)､或いは下の村民自治組織の預かり金からの資金流用､②教育集資などの名 目による農

民への法外徴収､③銀行等の金融組織や企業､個人からの高利貸 し債務の増大､④学校教職

員を含む地方公務員給与の長期滞給､などの問題は全国各地で発生している1㌔

4.3 著 しく拡大 した都市 .農村間の教育格差

かかる財政制度と財政状況の下､当然ながらすべての国民に公平に提供すべき義務教育サー

ビスでさえ､著しい地域格差が生じてしまった｡

1) 学生 1人当たり教育経費の地域格差の拡大

まず､義務教育段階の小 ･中学校でも学校教育費の地域格差は年々拡大している｡例えば､

表 5 学生 1人当たり教育経費の省 ･市 ･自治区問の格差

年次 Lm-m --
ト標準差 (

1 学校教育事業費
1994 190.0
1996 ; 322.4
1998 453.2
2000 665.9

偏差石打T極差頚て宿す仙簡 重責扇T転衰b:i-)-~~廃棄奉て宿-)

923.8 6.44
1595.4 ! 8.82
2235.8 10.03

:-

633.3 と1.14
970.1 4.62
1617.5 5.55
2124.7 6.91

553.6 i2368.4 6.6/i

喜≡喜‡日 ……‡…≡

4.予算内学校教育共用経費

1994
1996
1998
2000 107.7 439.4 : 51.i

…針 1喜…室書

･ ∴

736.2 42.15

資料 ･1998年までは表連生､三善遜 (2002)､123-125百､2000年は国家統計局 『中国教育経費

統計年鑑』(統計出版社)､2001年版による｡
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表 5によると､省 レベルで生徒 1人当たり学校教育経費の極差率は1994年に小学校6.4倍､

中学校4.4倍であったが､2000年現在はそれぞれ9.3倍､6,8倍に拡大した｡

教育経費の格差は直接に学校の公用経費と､生徒 ･教員比や教職員の給与待遇の格差に現

れる｡特に就業の自由が認められ､人材の流動が進む今 日､教員給与待遇の地域格差とその

拡大傾向は､貧困な農村地域の学校教育に大きな打撃を与えている｡なぜなら､これらの地

域では､経験豊富の優秀な教員が流出する一方､新規教員の補充も困難なため､学校教員の

質､ひいては学校教育水準の低下は避けられないからである｡

また学校公用経費の不足も大きな問題である｡例えば､2000年に全国2031の県レベル地方

行政体について生徒 1人当たり予算内学校公用経費について調べてみた｡その結果､小学生

1人当たり10元未満の県は826､中学生 1人当たり10元以下の県も553個を数えた｡タクシー

の初乗 り料金に過ぎないこの10元で､学校の日常経費､実験 ･実習費のほか､教育設備の購

入費まで賄 う必要があるから､如何に不足しているかは想像がつく｡

2) 農村中学校及び高校数の激減

忘れては行けないのは､農村教育投資の不足がもたらす問題は教職員の質の低 Fと公用経

費の不足だけではない｡それよりも深刻なのは､多くの中 ･高学校が農村地域から姿を消し､

子供の進学機会が奪われてしまったことである｡

実際に､表 6から分かるように､中国農村の中学校と高校の数は1980年代前半にすでに大

幅に減少 したが､｢決定｣が出された1985年以降はさらに減少 し､2001年現在の中学校数は

1977年に比べて7割滅､普通高校数に至っては95.5%も減った｡それに比べて､都市及び城

鎮では中学校数が急増 し､高校の数も微増か僅かな減少に留まった (その間､都市化は進ん

だけれども､農村の人口数は全然減っていない)｡文化大革命の時期に急増 した質の悪い学

校を整理する必要があるとはいえ､農村の中 ･高学校数がこれほど激減 したのはやはり異常

であり､基礎教育地方責任制の回した ｢ツケ｣の一つである｡

3) 中学 ･高校進学率の都市 ･農村格差の拡大

学校数の激減は､当然農村在住者の就学環境と進学機会に影響を及ぼす｡募集定員が少な

く､合格が難 しいだけでなく､合格 しても寄宿の経済負担が収入の少ない農民にとって大き

な負担になるからである｡図 1は､1971年以降中国における都市 ･農村間の中学校及び普通

高校-の進学率の格差を示 している｡それをみると､義務教育段階の中学校-の進学率に関

して､都市部ではずっと100%前後の水準を維持 しているが､農村部では1976-85年間に92

%から64%に低下し､以降数年間はその水準に停滞し､近年ようやく91%を越えるようになっ

た｡一方､非義務教育の高校進学率に関して､都市､農村間の格差はもっと大きく､しかも

その格差は年々拡大している｡2001年現在､都市部では中学校卒業者の普通高校への進学率

が70%に達したのに対して､農村部では僅か25.5%しかなかった11'｡
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表6 都市 ･農村別中高学校数の変化

中学校数 (個)

- 11962 2346 E2718≡10017
1971 4884,3528弓72192

1883 3217

1990 6425
1995 i 8283

変化率 (o/'o)1977-1985弓172.4E121.7∈1985′-200171.8152.2

普通高校 数 (個)

真東 ｢T…-【恵 再

【

2425 ≧ 548

1479 弓11819

7610 ≒ 6377
80997 ≡ 6676弓
63641 ∃ 5458

50916

18475

5934

4822

5888 3112

-51.5;-28.3E-7.1-88.3
資料 :中国教育年鑑編集委員会 『別室教育年鑑 1949-1981』中国大百科全書ILLJ.版社

と国家統計局 『｢H司統計年鑑』統計IL棚板社､各年版による｡

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

図1 1971年以降中学 ･高校進学率の都市 ･農村格差の推移

資料 :国家統計局 『中国統計年鑑』(中国統gl-tLIJ.版社)の各年版によるD

注 .1)中学進学率は中学入学者数/小学校卒業生数､高校進学率は普通高校入学者数仲

学卒業者数で計算 ｡

2)ここでい う農村とは､都市以外の純農村と城鎮地域を含む｡
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4.4 近年における政府の農村教育強化策とその限界

以上のように､基礎教育地方責任制を実施 して十九年､それによって持たされた県､郷財

政の破綻状況と都市 ･農村間の教育資源配分の格差は目にあまるほどとなったが､同制度を

根本から改正する兆しは未だに見えてこない｡

近年､他の公務員の給与は大 幅に引き上げられたのに､農村地域では財政難のため､小中

学校教職員給与の長期未給問題は日増 しに深刻化 した｡それを契機に中央政府はようやく20

01年5月に 『基礎教育の改革と発展に関する決定』､2003年 9月に 『農村教育事業の強化に関

する決定』を下し､次の両側面から農村教育の強化に乗り出した｡

一つ日は､中央政府が財政資金の移転交付を通じて､貧困地域と少数民族地域の義務教育

に対する財政援助を強化 し､省及び市レベル政府も下級政府への財政移転交付を実施する際､

農村義務教育の需要を優先的に保証すること｡

二つ目は農村義務教育に対する郷 (鎮)政府の責任を学校教育条件と教師待遇の改善に限

定し､他の学校の管理 ･運営や教職員給与の支払いなどに関する責任は主に県レベル政府に

移譲することであるO後者は､いわゆる ｢県が中心の基礎教育地方責任制｣である｡

それ以降､中央政府の貧困地域に対する義務教育関係の財政支援は確かに増えている｡例

えば､2001年から中央財政は中西部貧困地域の小中学校教職員の給与支払い専用資金として

毎年50億元､これら貧困地域の危険校舎の修繕費金として2001､2002年の2年間に合計30億

元を支出した｡また2001年から実施する第2期 ｢国家貧困地域義務教育プロジェック ト｣の

ためにも合計50億元を拠出した (王秀雲 ･唐淑芥 (2003､164頁))｡ しかし中央財政からの

教育財政移転は規模が小さい上､かなりの部分は農村の ｢費改税｣改革に伴 う末端県郷財政

の収入減を埋め合わせるためのものであり､純増の ｢真水｣部分はさらに少ないOまた省､

市政府の義務教育投資も当該地域の財政力に左右され､出せる地域と出せない地域があるか

ら､結局､以上の二つの改革によって解決できるのは､せいぜい今問題になっている農村教

職員給与の末給問題ぐらいで､農村教育投資の慢性的な不足と都市 ･農村間の教育格差の問

題は根本から解決 しないだろう｡

5.教訓と今後の改革方向

以上の分析から明らかなように､改革 ･開放政策を実施 してから四半世紀､中国の教育資

源配分と教育機会をめぐる不公 ･不平の問題をここまで深刻化 したのは､他でもない､1985

年の 『教育体制改革に関する決定』に定めた丸投げ式の ｢基礎教育地方責任制｣である｡か

かる ｢基礎教育地方責任制｣は､｢地域間に経済格差が大きいうえ､財政制度上､財政力の

地域格差を是正する仕組みが欠如している｣という中国の国情を考えれば､それを正当化で

きる理由は一-･つもないはずである｡にもかかわらず､1985年に制定されてから+数年間､間
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政策は途中見直し作業は-回も行わずに今 日まで実施されて続けてきた｡その 十数年FF'=i=日こ､

政府が農村教育で ｢節約｣ した財政投資はせいぜい毎年のGDPの 1%に過ぎないが､それが

9億農民の生活と人生､そして中国経済の持続的な発展に及ぼしたマイナスの影響は計 り知

れないものがあるO

こ の 事実を前にして､我々はまず次の教訓を吸収すべきであるOすなわち､第 1は -一同の

教育方針は､13億人口の生活と人生に強い影響力をもつだけに､共産党中央の-つ の ｢決定｣

によって完全に決められてしまうのはやはり異常であるC今後､教育政策の立案とその決定

をより民主的に行わなければならない｡その際､教育主管部門だけでなく､現場教育者や経

済学者などの参画も不可欠である｡第 2は､教育改革の方針を決めた後でも､時代の変化と

共に改変 していく必要があるOそのためには､情報の公開 (例えば､各レベル政府の教育予

算の収支と配分状況に関する詳細な数値情報の公表)と竃要な問題に関する政策効果の組織

的な検証は欠かせない｡

そして､現行の基礎教育地方責任制と他の関連制度は問題だらけである以上､それを一刻

も早く改変すべきである｡具体的には､以下の4点を提案 したい｡①教育財政投資総額の対

GDP比率を現状の3%台から世界平均の5%以上に引き上げる｡②高等教育重視､基礎教育

軽視の教育予算配分方法を改め､教育投資の増加分を義務教育､普通高校教育に重点的に配

分する｡③財政力の地域格差を是IEする財政移転交付制度の確立に先駆けて､まず小中高校

在学4科輸層の人口当たり教育財政投資を平準化するよう､義務教育と普通高校教育の専用地

方交付金制度を先に設立し､④同時に基礎教育､中等教育の責任主体を県レベル政府から市

レベル政府までに引き上げるOそのうえ､同一地域内の教育予算配分基準を統-化すると共

に､教員の一括採用と都市 ･農村間の定期的な配置換えを行 うことによって､制度面から都

市 ･農村間の教育格差の生成要因を無くしていくO
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注

1)1970年代まで判司の教育経費管理システムについて､詳しくは 『tlll:串】教育年鑑 1949-1981』大百科全を

lL川坂社､96-97頁を参照されたい｡

2)大学の完全推薦入学制は1966-69年間に大学生の募集が完全に停止された後の1970-76年間に実施されたO

対象者は､現役高校卒業生ではなく､すでに社会に,Lljた若者であった｡また推薦は地方政府や所属組織に

よるが､推薦の基準は当然試験の成綴ではなく､候補者の政治的な地位と日常的な社会評価などである0

3)ちなみに､｢教育附加軌 は1986年以降都市部でも徴収 し始め､いまは政府財政教育投資に次ぐ重要な公的

教育財源の-つとなった｡ただ､都市の場合は企業のみを対象にしたのに対 して､農村では初めから農家

が主な徴収対象であったO

4)孫笠鍾編 『中華人民共和国教育法手fm･』(中間統計出版社)､224-225頁による,

5)まず1980年には､多くの地域に対 して ｢収入と支出を分けて､一段階ずつ詣け負 う｣制度を試行 した｡具

体的に､まず中央財政と地方政府の間にそれぞれの収入 ･支出範囲と地方政府側の収支妓準数､それに収

入が支出を上回る場合は上位財政-の上納ノルマ(或いは､収入が支出を下回る場合､上位財政からの財政

助成定額)を確定 しておくO次に､地方財政は収入拡大を超過達成 した場合は､事前に決めた比率で 雷 riは

中央財政に納めるが､残る部分は地方財政に帰属する｡反対に､もし地方財政側に収入不足が生 じた場合､

不足部分をどう処理するかは､地方政府の自己責任で行 う｡ちなみに､上記の収支範囲､収支基準数､超

過達成 した場合の中央財政-の上納比率などは､一一一一旦決まったら､以降 5年間は変更しないとされていた｡

また1985年に､EIEI営企業の政府上納を利潤の形式から税形式に変更したことに合わせて､中央と地方政府

間の財政分配制度も ｢税種を分けて､収入と支出を確定し､ 一段階ずつ請け負 う｣制度に改変された｡具

体的に､まず収入面において､すべての税金を中央税､地方税､中央 ･地方共有税の 3種類に分ける｡ま

た支出の面において､詣負に適 しない少数の支出項 目については中央財政からの専用予算で賄 うが､その

他は､中央財政と地方政府の問に支出の責任範脚を確定するOこうして､地方財政の収入 と支LLLJ,の基準数

も計算できるが､その収支基準数を基に､基準収入が基準支出を下回る場合は､まず共有税の収入を優先

的に地方に残 し､共有税収入が全部地方に残 してもなお不足が生 じる場合は中央財政から定額の財政助成

を支給する､という仕組みである｡

さらに1988年に､財政請負制をより強化 し､地域によって､①収入増加請負､②総額比例分配､③総額

比例分配+増加分比例分配､④上納増加詣負､⑤定額上納､⑥定額助成の､6種類の詣負方法を実施 した｡

項懐誠(1994)､2-3頁による｡

6)『中国統計年鑑』､2002年版､271頁による｡

7)例えば､1994年から2000年までの間に地方財政収入の うち､省 レベル政府の占める割合は16.8%から28.8%

に上昇 した｡韓俊 (2002d､121頁)による｡

8)旧制度補助､専用資金補助､決算補助は､縦方向､横方向の財政不均衡を是正することをも目的にしてい

るが､交付金決定の判断基準と決定のプロセスは不透明で､任意性が非常に高い｡また専用資金補助に関

しても､交付先の地方政府に抱き合わせ資金のlLl_L.資を求めるのが多く､地方財政の弱い地域は抱き合わせ

資金の調達が困難のため､申請自身を断念せざるをえないケースは少なくない｡ よって､中央政府の専用

資金補助の獲得に関しても､財政力のある地域のほうが却って有利な立場にあるO例えば､1995年に中央

専用資金補助金380億円のうち､45%も沿海10省市によって獲得されたのはその一例である(素連生､王聾遜

(2002､137頁))｡ちなみに､省 レベル政府が下位地方政府に対 して行った財政移転交付の規模は不明であ

るが､ 中央政府が行った財政移転交付と方法が似ており､よって､同じ問題を抱えていると推測される｡

9)目下判重=こおいて､学校教師､地方公務員の給与末給問題は大きな社会問題 として注目されているが､給

与･末給の現象は主に県(県と同レベルの市を含む)､郷 レベルで発生してお り､省､市レベルでは例を聞かな

いのはその現れであるo

10)県､郷両級政府の厳 しい財政状況について､詳 しくは韓俊 (2002a)､(2002b)､(2002C)､(2002d)を参

照されたい｡

ll)近年農村裕福な家庭の子供が都会の中学校､高校に就学する例は増えているので､上記の格差は若干過大
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評価されるi胴巨性があるo Lか し瞥通の農家子弟にとって選択できる普通高校への進学率が25%しかない

のは変わらない事実である｡
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